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５　 意見の取扱い
　　 提出された意見については、後日、県の考え方を示し、熊本県ホームページ等で公表
　する。その際、住所、氏名、電話番号などの個人情報を除き、意見の内容を公開する。
　　 なお、意見への個別の回答はしない。
６　 問い合わせ先
　　 熊本県土木部都市計画課
　　 〒 ��������（県庁専用番号）熊本市水前寺六丁目 ��番 �号
　　 電話番号 ������������　 内線 ����、����

熊本県公告第 686 号
　県営苓北地区（平床 �工区）土地改良事業（区画整理）施行に係る換地計画を定めたの�
で、次のとおり当該換地計画書の写しを縦覧に供する。
　利害関係人で異議のある者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して ��日以内に異議を
申し立てられたい。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
１　 縦覧の期間　 平成 ��年 �月 ��日から
　　　　　　　　 平成 ��年 �月 ��日まで
２　 縦覧の場所　 本渡市土地改良区事務所
３　 縦覧に供する書類の名称
　（１）　 換地設計書
　（２）　 各筆換地明細書
　（３）　 清算金明細書
　（４）　 換地を定めない土地その他特別の定めをする土地の明細書

　登載依頼

熊本県スポーツ振興審議会公告第 1 号
　平成 ��年度熊本県スポーツ振興審議会の会議を、次のとおり開催する。
　なお、当該会議の傍聴手続は、次のとおり。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県スポーツ振興審議会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会長　 川　 崎　 順一郎
１　 開催日時
　　 平成 ��年 �月 ��日（木）
　　 午後 �時から午後 �時まで（予定）
２　 開催場所
　　 熊本県熊本市水前寺公園 �����
　　 熊本テルサ　 ��ひばり
３　 議題
　（１）　 スポーツ振興計画（案）について
　（２）　 その他
４　 傍聴者の定員
　　 ��人
５　 傍聴手続
　（１）　 傍聴希望者は、会議の開催予定時刻までに、当該会議の会場において、審議会の
　　　 会長の許可を得た上で、会議の会場に入ることができる。
　（２）　 傍聴の手続は、先着順で行い、定員になり次第終了する。
６　 問い合わせ先
　　 熊本県熊本市水前寺六丁目 ��番 �号
　　 熊本県スポーツ振興審議会事務局（熊本県教育庁体育保健課生涯スポーツ班）
　　（電話 ������������　 内線 ����）

有明海自動車航送船組合監査委員公告第 1 号
　地方自治法（昭和 ��年法律第 ��号）第 ���条において準用する同法第 ���条第 �項の
規定�に基づき実施した有明海自動車航送船組合の定期監査の結果を、同条第 �項の規定に
より�、次のとおり公表する。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　 有明海自動車航送船組合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 監査委員　 清　 浦　 義　 廣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同　　　　 寺　 嶋　　　 建
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